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令和８年度大船渡市行政経営方針の策定について 

 

１ 行政経営方針の位置付け 

  当市では、効率的・効果的な行政経営を推進するため、行政評価を取り入れ、施策・基本事

業、事務事業の各段階において結果を振り返り、その成果を実施過程に反映させるPDCAサイク

ルにより各種事業に取り組んでいます。 

これと並行して、行政評価の過程で顕在化した事務事業等の見直しに全庁で取り組み、行政

経営上のあらゆる場面において、改革・改善の習慣付け、課題・進捗の見える化に取り組んで

います。 

本方針は、行政経営資源（ヒト、モノ、カネ）の見通しや、令和７年大船渡市大規模林野火災

に係る復旧・復興など留意すべき特定事項を踏まえつつ、特に優先的に取り組むべき施策を示

すものです。 

令和８年度の総合計画実施計画及び予算編成方針は、本方針を踏まえて取りまとめるものと

します。 

 

２ 現状と課題 

 ⑴ 人口減少 

   国立社会保障・人口問題研究所が、令和２年国勢調査結果（当市人口：34,728人）を基に

公表した「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計：令和５年12月公表）」における推計人

口は、大船渡市人口ビジョン（令和元年度改訂版）を下回り、令和32年までには２万人を割

り込むことが見込まれ、産業活動や地域コミュニティなど、地域の経済や社会全般にわたり

大きな変化が生じることが予想されます。 

このため、労働生産性を高める取組を拡大するとともに、子育て環境の充実や若者・女性

の定着促進といった地域で暮らし続ける環境の整理を進め、併せて、地域の魅力を発信し、

移住・定住の促進や関係人口の拡大といった地域の新たな活力の創出につなげつつ、持続可

能な行政経営への転換を図ることが恒常的な課題となっています。 

 
図：人口推計（資料：大船渡市人口ビジョン令和元年度改訂版、一部改） 
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⑵ 財政計画 

   人口減少の進行により、自主財源の確保が厳しさを増す中にあって、引き続き、徹底した

収納対策やふるさと納税の一層の拡大などによる歳入の確保はもとより、将来を見据えつつ、

全庁を挙げて事業の棚卸しを行いながら、施策の選択と集中、事業の廃止・縮小等を進める

など、成果につながる賢い支出（ワイズスペンディング）を通じて、歳入規模に応じた財政

運営を目指した取組を着実に進めていく必要があります。 

令和８年度以降の財政計画は、ほぼ横ばいの水準を維持していくものの、地方税において

は、令和７年度当初予算から令和12年度までに約３億800万円（△約7.2％）の減少を見込ん

でいることから、今後の社会情勢を踏まえた新たな行政需要に対応するためにも、引き続き、

既存の事務事業の在り方を見直しながら事業費の圧縮に努めるものです。 

 
表：財政計画（資料：市財政課） 

 

⑶ 令和７年大船渡市大規模林野火災に係る復旧・復興 

   令和７年２月に発生した林野火災は、平成以降、国内最大規模の延焼範囲となる約3,370ha

に及び、森林被害を始め、農林水産業の施設や資器材の焼失など、被害は多方面にわたりま

した。 

このような中、令和７年度は、被災前の生活を取り戻せるよう、国や県と連携しながら、

暮らしの再建やなりわいの再生に向け、各種復旧事業に取り組んでいます。 

また、被災森林の整備については、森林災害復旧事業による伐採に着手するとともに、森

林所有者への意向調査を実施しながら、令和７年度中に森林の復旧計画を取りまとめること

としています。 

令和８年度は、森林の復旧計画に基づき、伐採・植栽・管理等の整備を着実に進めるとと

もに、水源かん養や環境保全、土砂災害防止など森林の持つ多面的機能を回復させるため、

民間企業や団体の社会貢献活動による植林などを受け入れ、脱炭素の取組なども検討しなが

ら、森林の復旧を進めます。 
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３ 令和８年度大船渡市行政経営方針 

⑴ 令和８年度の展望 

令和８年度は、大船渡市総合計画2021後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）の初

年度として、将来都市像の実現と林野火災からの復旧・復興に向けて、前期基本計画の取組

を通じて培った成果と課題を踏まえながら、力強く踏み出す重要な年度となります。 

また、「２ 現状と課題」を踏まえ、地場企業の育成や魅力の向上、子ども・子育て支援の

充実、市外の人々と地域との多様な関わりの創出など、地域の持続可能性を高める取組を一

層推進していくことが求められます。 

そのため、おおふなと版行政経営システムにより、生産性の向上と業務の効率化・省力化

を促進し、変化する社会環境に対応できる機敏かつ大胆な行政“変革”（トランスフォーメー

ション）を加速させていく必要があります。 

 

⑵ 特に優先的に取り組むべき施策 

令和８年度の展望を踏まえて、後期基本計画の施策（案）に掲げる施策のうち、特に優先

的に取り組む施策を施策４「地域経済を支える地場企業の振興」及び施策７「子ども・子育

て支援の充実」、施策23「質の高い行財政運営の推進」とします。 

また、その推進に当たっては、令和７年度の行政評価の結果及び総合計画の重点プロジェ

クトである大船渡市デジタル田園都市国家構想総合戦略（※）を踏まえるものとします。 

※ 総合戦略は、心豊かな暮らし（Well-being）の向上と持続可能なまちづくりを推進す

るため、総合計画に掲げる24施策を横断的に組み合わせた政策パッケージ。 

 

〔特に優先的に取り組む施策〕 

  施策４ 地域経済を支える地場企業の振興 

▶地場企業の育成・経営支援 

▶新産業の創出と起業支援の充実 

※ 標題に掲げる地域経済の振興の観点から、地場企業には農林水産業を含むほか、令

和７年大船渡市大規模林野火災に係る復旧・復興に関する事業を含む。 

 

  施策７ （仮称）子ども・子育て支援の充実 

▶子どもの心身の健やかな成長支援 

▶子育て支援環境の充実 

※ 令和８年度以降、施策７の施策名称は「子ども・子育て支援の充実」に改める予定。 

 

  施策23 質の高い行財政運営の推進 

▶効率的・効果的な行政運営の推進 

▶健全な財政運営の推進 

※ 施策23に属する事業のうち、ＤＸを推進する事業に限る。 

 


